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1. 17年9月中間期の連結業績 (平成17年4月1日～平成17年9月30日)
(1) 連結経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 % 百万円 % 百万円 % 

 17年9月中間期 9,926 (　  4.8) 891 (　  5.4) 468 (　 17.6)

 16年9月中間期 9,467 ( △13.6) 845 (  △8.5) 398 ( △19.6)

 17年 3月 期 20,140 (  △3.5) 2,344 (　 55.9) 1,011 (　 37.2)

円 　銭

 17年9月中間期 5円 81銭

 16年9月中間期 4円 94銭

 17年 3月 期 12円 53銭

　(注)①持分法投資損益

　　　②期中平均株式数（連結）

　　　③会計処理の方法の変更 無

　　　④経常収益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期（前期）増減率

(2) 連結財政状態

連結自己資本比率

（国内基準）

百万円 百万円 % 円   銭 %

 17年9月中間期 663,292 34,446 5.2 426円 84銭 8.32 

 16年9月中間期 654,410 31,734 4.8 393円 02銭 8.18 

 17年 3月 期 657,794 33,335 5.1 412円 96銭 8.31 

　(注)期末発行済株式数(連結) 17年9月中間期       80,701,040株  　16年9月中間期     80,745,700株

17年3月期 　      　80,723,733株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物

キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

 17年9月中間期 8,047 △ 18,912 △ 211 36,910 
 16年9月中間期 3,555 1,707 △ 206 47,474 
 17年 3月 期 5,971 15 △ 418 47,986 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数　3社　　持分法適用非連結子会社数　－社　　持分法適用関連会社数　1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結　(新規)　－社　(除外)　－社　　　　持分法　(新規)　－社　(除外)　－社

2. 18年3月期の連結業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)
経 常 収 益 経 常 利 益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　　　期 19,200 1,650 800 

(参考)  1株当たり予想当期純利益 (通期) 　9円91銭

     ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える

        不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、

        今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

17年3月期　　　　　80,739,862株　　

総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率

17年9月中間期　　　80,712,387株　　16年9月中間期　　　80,750,846株　　

17年9月中間期　　　　0百万円       16年9月中間期　　　0百万円

17年3月期　　　　　　0百万円

1株当たり株主資本

    円  銭

   －  －  
   －  －  
  －  －  

中間(当期)純利益

潜在株式調整後

1株当たり中間(当期)純利益

1株当たり

中間（当期）純利益

経常収益 経常利益
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株式会社　南日本銀行

1.　企　業　集　団　の　状　況

(1) 事業の内容

当行グループ(当行及び当行の関係会社)は、当行、子会社3社、関連会社1社で構成され、銀行

業務を中心に、現金等の精査・整理業務、リース業務、クレジットカード業務、現金等の輸送・

警備業務などを行っております。

(2) 事業系統図

○ 子会社

・ 南日本総合ビジネス株式会社

現金等の精査・整理業務、特定取引先の集配金業務、

人材派遣業務など

・ 南日本ファイナンス株式会社

リース業務、金銭の貸付業務など

・ 南日本バンクカード株式会社

クレジットカード業務、信用保証業務、信用調査業務など

○ 関連会社

・ 南九州サービス株式会社

現金等の輸送・警備業務

銀 行 業

南
 
 
 
 
日
 
 
 
 
本
 
 
 
 
銀
 
 
 
 
行

 本店ほか支店62カ店　　

その他事業  子会社3社　　関連会社1社　　
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株式会社　南日本銀行

2. 経　営　方　針

(1)経営の基本方針

当行グループは、「地域社会への密着」と「金融を通じた地域貢献」を経営の基本方針としてい

ます。

(2)利益配分に関する基本方針

当行は安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針とし、また同時に銀行業の公共性に鑑

み、適正な内部留保の充実による財務体質の強化に意を用いていくべきものと考えております。

(3)中長期的な経営戦略

当行は中長期的な経営戦略として、平成17年度より、21世紀第３次経営計画「Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ

プラン（役立つ“なんぎん”～地域・お客様と共に～）」（平成17年4月～平成19年3月）を策定し、

「収益力の強化」「健全性の確保」「行風刷新・人材強化」の３点に重点的に取組んでいます。

また、本計画は“金融を通じた地域貢献”を強く意識し、「創業支援・再生支援の実践」「プラ

イベートバンキング・シルバー取引強化」「顧客保護」の３点について特に力を注いでおります。

当行グループは、中心となる南日本銀行の経営計画のもと、地域金融の円滑化に向けて、グルー

プ全体の総合的金融機能を高めていく方針です。

(4)対処すべき課題

当行では、地域への密着をさらに伸展させるため、前記の経営計画と連動する形で、平成17年8月

「地域密着型金融推進計画」を策定しました。

この中で、「役立つ“なんぎん”」を合言葉に、「事業再生・中小企業金融の円滑化」「地域の

利用者の利便性向上」「経営力の強化」を３本柱として、付加価値の高い金融サービスを展開し、

地域社会における存在感をより高めていくことが重要であると認識しております。

この一環として銀行サービスをさらに改善していくために、「利用者満足度調査」を平成17年内

に実施する予定です。

今後も引続き、地域社会の信頼を損なうことのないよう、個人情報保護法や偽造キャッシュカー

ド問題への対応を迅速に進め、その他法令遵守にもこれまで同様銀行全体で取組んで参ります。

(5)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当行グループでは企業の公正性、透明性を高め、ひいては地域社会や株主、お取引先の信任を得

る為に、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化と一層の情報開示を経営上の重要課題として

取り組んでおります。

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

グループの中核をなす南日本銀行は、取締役会を「株主総会の負託により経営の執行を行う最高

意思決定機関」としております。

その執行状況を監視するために監査役会を設置しておりますが、経営の透明性をより高める目的

で、監査役３名のうち２名を社外監査役とする体制を取っております。

この社外監査役２名は、いずれも当行及び当行のグループの出身者ではありません。なお、社外

監査役には、当行と取引のある会社の代表者も含まれますが、取引の内容は通常の銀行取引であり、

個人が直接利害関係を有するものではありません。
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株式会社　南日本銀行

また、取締役会は当行の内規に基づき、様々な業務を各種委員会、及び各業務部門に委任してお

りますが、その執行状況を監視する内部監査部門として、業務監査部及び検査部を設置し、相互牽

制を図っております。これに監査役会及び会計監査人による外部監査を加えた“三様監査体制”を

コーポレートガバナンスの基本としています。

取締役会が業務を委任している各種委員会等の中で、ガバナンス上特に重要な位置付けにあるも

のが、頭取、副頭取以下、本部取締役、本部部長により構成される「コンプライアンス委員会」と

「リスク管理委員会」です。

コンプライアンス委員会においてはコンプライアンス上の課題を、リスク管理委員会においては

リスク管理上の課題を様々な角度から抽出し、毎月、集中的に協議・検討しており、その検討結果

を当行の経営方針決定に反映させています。

また、平成16年６月には、取締役会の機能強化、役割分担、意思決定の迅速化を図るため、執行

役員制度を導入しました。

当行では、こうしたコーポレート・ガバナンスを会計面においても強化すため、財務内容の適正

性や財務報告の信頼性の確保を目的とした「財務報告に係る内部統制」態勢の整備も進めてまいり

ます。

当行グループ企業のガバナンス体制も、中核となる南日本銀行における適切な監督のもとで構築

されております。

企業統治　（ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ）　体制図

    内部監査、監査役会、外部監査による三様監査体制

選任 選任

報告

監査
監督

報告

　　　　　報告・協議・検討

委任

委任 委任 委任

コンプライアンス全般

報告

監査

業務監査部・検査部

各業務部門 監査部門

業務執行 業務執行

貸出合同

審議会

連結子会社 ＝

債権管理

委員会

融資取組

方針検討会

顧問弁護士
自己査定 リスク管理

委員会
コンプライアンス
委員会委員会

（最高意思決定機関）

経営執行

常務会

信用リスク リスク管理全般

株主総会

監査役会 会計監査人

取締役会

（4）
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3.　経 営 成 績 及 び 財 政 状 態

(1)経営成績

①主要勘定

当中間連結会計期間末の預金残高は、安定した資金調達を第一に考え、一般の個人・法人預金を

中心に増強を図りました結果、前年同期末に比べ53億円増加して6,150億円となりました。貸出金

残高は、企業の資金需要が低調な中、中小企業・個人向けの中・小口貸出や住宅ローン等を中心に

増強を図りましたが、前年同期末に比べ54億円減少して4,749億円となりました。

有価証券につきましては、市場リスクを適切に管理しつつ資金の効率的運用に努めてまいりまし

た。その結果、前年同期末に比べ256億円増加して970億円となりました。

②損　　益

当中間連結会計期間の経常収益は、有価証券運用において市況が引き続き堅調に推移したことか

ら、計画を上回る運用益を計上したこと、及び投信・国債販売などの金融商品販売による手数料収

入の増加により、前年同期に比べ459百万円増加して9,926百万円となりました。

一方、経常費用は、不良債権処理費用において担保評価をより厳格化するなど、予防的引当を積

極的に進めたこと等から、前年同期に比べ412百万円増加して9,034百万円となりました。

以上の結果、経常利益は前年同期に比べ46百万円増加して、891百万円となり、中間純利益は前

年同期に比べ70百万円増加して、468百万円となりました。

また、1株当たりの中間純利益は、5円81銭となりました。

(2)財政状態

①総資産・株主資本

当中間連結会計期間末の総資産は、前年同期末に比べ88億円増加して6,632億円となりました。

また、株主資本は前年同期末に比べ27億円増加して344億円となりました。

②連結自己資本比率(国内基準)

当中間連結会計期間末の連結自己資本比率は、前年同期末に比べ0.14%上昇して、8.32%となり

ました。

③連結キャッシュ・フロー

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け

金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加などから8,047百万円

のプラスとなりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などから18,912百万円のマイナスとなり

ました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、当行の配当金支払等により211百万円のマイナスとなりま

した。

以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末の残高に

比べ110億円減少して369億円となりました。

(3)当期（通期）の見通し

わが国経済の現状をみますと、底堅い個人消費や海外経済の拡大を背景に、企業収益は高水準で

推移し、これに伴い株価も上昇基調を維持するなど、景気は緩やかに回復を続けています。

私どもの地域においては、九州新幹線の部分開業による観光需要の高まりや、「食」を中心とし

た地場特産のブランドイメージ定着化など、一部には明るい兆しが見えてきたように思います。

しかしながら一方では、公共工事削減による建設需要の落ち込みは依然として続いており、全体

的にはいまだ予断を許さない状況にあります。

このような経済環境のなかで、引き続きグループ全体を視野に入れた経営の効率化・収益力・リ

スク管理の強化をすすめ、経営の健全化に努めてまいります。

なお、平成17年度通期の業績は経常利益1,650百万円、当期純利益800百万円を見込んでおります。

(5)
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4.　連　結　財　務　諸　表

中 間 連 結 貸 借 対 照 表
 (平成17年9月30日現在)

 (単位 : 百万円)

科    目  金  額 科     目  金  額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

現 金 預 け 金 39,006 預 金 615,027

コールローン及び買入手形 40,000 コールマネー及び売渡手形 2,547

商 品 有 価 証 券 6 借 用 金 7

金 銭 の 信 託 1,728 そ の 他 負 債 2,258

有 価 証 券 97,097 賞 与 引 当 金 -

貸 出 金 474,912 退 職 給 付 引 当 金 2,687

外 国 為 替 224 再評価に係る繰延税金負債 1,959

そ の 他 資 産 2,894 連 結 調 整 勘 定 0

動 産 不 動 産 12,604 支 払 承 諾 4,357

繰 延 税 金 資 産 2,961 負 債 の 部 合 計 628,846

支 払 承 諾 見 返 4,357 (少 数 株 主 持 分)

貸 倒 引 当 金 △ 12,501 少 数 株 主 持 分 -

(資 本 の 部)

資 本 金 9,101

資 本 剰 余 金 6,418

利 益 剰 余 金 12,204

土 地 再 評 価 差 額 金 2,939

その他有価証券評価差額金 3,869

自 己 株 式 △ 87

資 本 の 部 合 計 34,446

負 債 、 少 数 株 主 持 分

資 産 の 部 合 計 663,292 及 び 資 本 の 部 合 計 663,292
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なお、会計基準変更時差異(4,675百万円)については、15年による按分額を費用処理すること

とし、当中間連結会計期間においては同按分額に12分の6を乗じた額を計上しております。

11. 当行及び連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によって

おります。

12. 当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行

業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延

ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変

動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、へ

ッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在するこ

とを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

13. 一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

14. 当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

15. 動産不動産の減価償却累計額　　　6,282百万円

16. 動産不動産の圧縮記帳額　　　　　　680百万円

17. 貸出金のうち、破綻先債権額は4,742百万円、延滞債権額は19,617百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出

金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法

施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に

規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

18. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は7百万円であります。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延し

ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

19. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4,084百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸

出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

20. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は

28,451百万円であります。

なお、17.から20.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

21. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」とい

う。）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は

(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は9,261百万円

であります。
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